
第 2 部

平成 1 1 年度において講じた

環境の保全及び創造に関する施策



鳥取県環境基本計画の施策体系

1 循環を基調 と す る経済社会シ ステムの実現<持続的発展が可能な地域社会の実現>
1 ) 環境への負荷の少な い社会の構築

( 1 ) 廃棄物減量化 と リ サ イ ク ル

(2) 大気環境の保全

(3 ) 水環境の保全

(4) 土壌 ･ 地盤環境の保全

(5 ) 環境汚染化学物質の適正管理

2 ) 環境関連産業の振興

( 1 ) 環境関連技術の開発

(2) 環境関連産業の育成 振興

2 自然 と人間 と の共生の確保<豊かで多様な 自然環境の保全>
1 ) 森林、 農地 、 水辺等の持つ環境保全機能の確保

( 1 ) 森林の環境保全機能の確保

(2) 農地の環境保全機能の確保

(3 ) 都市地域の 自然環境の確保

(4) 水辺 (河川 、 渓流、 砂浜、 沿岸域等) の環境の保全

2 ) 多様な 自然環境の保全 と 生物多様性の確保

( 1 ) ｢貴重な 自 然｣ と ｢身近な 自然｣ の保全

(2 ) 生物多様性の確保 と 野生生物の保護管理

3 快適な環境の保全 と創造<恵み豊かで文化の香 り 高い地域の創造>
1 ) 自 然環境 と 調和 し た生活空間の創造

( 1 ) 親 し みやすい水環境の保全 と創造

(2) 豊かで多様な緑の保全 と 創造

(3 ) 良好な景観の保全 と 創造

(4) 歴史的 ･ 文化的環境の保存 と 整備

2 ) 人 と 自 然 と のふれあいの確保

( 1 ) 人 と 自 然 と のふれあいの推進

(2 ) 都市 と 農山漁村の交流の推進

(3 ) 温泉の保護 と 活用

4 すべての主体の参加によ る行動く県民総参加によ る継続的取組>
1 ) 自 主的 な活動の推進

( 1 ) 各主体の協力連携体制の整備

(2) 県民 ･ 事業者 ･ 行政の 自 主的取組の推進

(3 ) 普及啓発 ･ 広報

2 ) 環境教育、 環境学習の推進

( 1 ) 環境教育 ･ 学習体制の整備

(2 ) 環境教育 ･ 学習活動の推進

5 地球環境保全に向け た活動の推進と 国際交流<地域か ら地球環境保全の推進>
( 1 ) 地球温暖化防止対策の推進

(2 ) オ ゾ ン層保護対策の推進

(3 ) 酸性雨防止対策の推進

(4) その他の地球環境問題への取組の推進

(5 ) 環 日 本海諸国 と の連携強化 と協力

共通的 ･ 基盤的施策の推進
( 1 ) 環境関連高等教育機関等の整備推進

(2 ) 環境影響評価の推進

(3 ) 環境 情報の整備 ･ 提供

(4) 環境に 関す る 監視体制の整備充実及び調査研究の推進

(5 ) 環境に配慮 し た社会資本整備等の推進

(6) 環境基本計画推進体制の整備充実
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第 2 部 平成 1 1 年度 において講 じ た環境の保全及び創造

に関す る施策

第 1 章 循環を基調 と す る経済社会シ ステムの実現

大量生産、 大量消費 、 大量廃棄型の経済社会シ ス テ ム や生活様式 ( ラ イ フ ス タ イ ル ) の定着

に伴い 、 自 然界の復元能力 を超え て環境に大 き な影響が及んでい る 。 本県で も 、 日 常生活に起

因す る都市河川 の汚濁や復元能力 の脆弱な湖沼の富栄養化、 産業活動 に起因す る 産業廃棄物の

増大に よ る処理施設の逼迫 と い っ た問題が生 じ て い る 。 こ の た め 、 大気環境、 水環境 、 土壌環

境等への負荷を で き る だけ低減す る こ と を 目 指 し 、 廃棄物の発生抑制 、 リ サ イ ク ル 、 適正な処

理やエ ネ ルギー 資源の適正利用 を進め る必要があ る 。

第 1 節 環境への負荷の少ない社会の構築

1 廃棄物減量化と リ サイ クル

= ( 1 ) 廃棄物の発生抑制 減量化 再資源化の推進

ア 一般廃棄物

○ エ コ シ ョ ッ プの 。認定

平成 7 年度か ら 、 ごみの減量化 ･ リ サ イ ク ル協力店 を ｢エ コ シ ョ ッ プ｣ と し て認定 し てお り 、

協力店舗の拡大を 図 る と と も に 、 平成 1 0 年 5 月 に ｢エ コ シ ョ ッ プ協議会｣ を 設置 し 、 エ コ シ

ョ ッ プの活性化、 普及促進の た め 、 買物袋の普及啓発について の消費者ア ン ケ ー ト 、 エ コ シ ョ

ッ プの新聞折込チ ラ シ を利用 し て の普及方法につ い て検討を行い 、 実施 し た 。

ま た 、 毎年 1 0 月 のマ イ ･ バ ッ グ ･ キ ャ ンペー ン (買物袋持参運動) の呼びかけ を行 っ た 。

エ コ シ ョ ッ プ店舗数 平成 1 0 年度 1 1 8 3平成 1 1 年度 1 3 5 (廃棄物 再資源対策課)

○ 容器包装 リ サ イ ク ル法施行への対応

平成 1 2 年 4 月 か ら の施行 を受けて 、 法律の趣旨の県民への普及啓発 と 、 市町村指導を行 っ

た 。 (廃棄物 再資源対策。果)

表2- 1 分別収集の対象品 目

分別収集対象品 目

。十画策定市町村 ･

一部事務組合等

特定分別基準適合物 法第 2 条第 6 項指定物

無 色茶 色 その他 その他ペ ッ ト そ の他

ガ フ ス ガ ラ ス ガ ラ ス 紙 製ボ ト ル プ フ ス

チ ッ ク

鋼製容 ア ル ミ 飲料紙段ボー

器包装製容器バ ッ ク ル 製

包 装

境 港 市 H 9 H 9 H 9 H 9 H 9 H 9

鳥取県東部広域行政管理組合 H 9 H 9 H 9 H 1 6 H 1 6 H 9 H 9

鳥取中部ふ る さ と 広域連合 H 9 H 9 H 1 5 H 1 5 H 1 2 H 1 2 H 9 H 9 H 1 2 H 1 2

鳥取県西部広域行政管理組合 H 9 H 9 H 9 H 9 H12 H 9 H 9 H 9 H1 2

(注) 1 表の数値は開始時期年度 を表わす。

2 特定分別 基準適合物 事業者の再商品化の義務の対象 と な る 品 目

3 法第 2 条第 6 項指定物 市町村が収集 し た段階で有価物 と な り 、 自 律的 に流通す る も の と し

て指定 さ れた品 目

出典 第 2 期鳥取県分別収集促進計画 (平成 1 1 年 7 月 )
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青谷町で は住民た ち が ｢ペ ッ ト ボ ト ル

リ サ イ ク ル の仲 間 ｣ を 結成 し 、 行政や学 . 1
校 を 巻 き 込 ん で独 自 に ペ ッ ト ボ ト ル の 回 ノ ′ I

収に乗 り 出 し て い る 。 す準 " 講
　　　 　　 　 　

平成 1 1 年 1 1 月 に は 、 5 つ の小学校 が隊

や J A 支店 な ど計 1 3 箇所 に黄色で統一

し た木製の手作 り 専用 回収箱 を 設置 し 回 絆しお 禦
収の 呼びか け を 行 い 、 平成 1 2 年 4 月 、

町 内 で 回収 し たペ ッ ト ボ ト ル を 兵庫県- ぬ叢 を そ
宮 町内 の リ サ イ ク ル工場 に初 め て運搬 し リ サ イ ク ルに向 け て作業す る住民え ち

た 。 そ の後 、 8 月 、 1 1 月 に も 運搬 さ れ 、

回収 し たペ ッ ト ボ ト ル計約 2 8 , 3 0 0 本 ( 1 , 4 6 0 kg ) が、 同工場で卵パ ッ ク な
どに再生 さ れた 。

イ 建設副産物の再資源化

0 建。没 リ サ イ ク ル推進事業

建設副産物の搬出状況 と 再生利用状況の実態調査の ほか 建設発生残土につい て は 、 建設発

生土対策協議会を通 じ 情報交換 し た 。

実態調査の結果 (県 、 市町村のみ ) 建設発生土 9 2 7 %

コ ン ク リ ー ト 塊 1 0 0 0 %

ア ス フ ァ ル ト 塊 1 0 0 0 % (管理課)

○ 農業用廃プラ ス チ ッ ク再利用等推進事業

資源の有効利用 の観点か ら 、 農業用廃プラ ス チ ッ ク の再利用 を行 う た め 、 ｢鳥取県農業用廃

プ ラ ス チ ッ ク 適正処理推進協議会｣ に 設置 し た検。寸委員会で調査、 検。寸 を行 っ た 。

｢鳥取県農業用廃プラ ス チ ッ ク 再利用検。寸委員会｣ での提言内容

( ア ) 当面の取組 と し て の提言

a 当面の処理方法

b 回収処理経費 (農業者の負担) の徴収シ ス テ ム と 賊。果基準

c 排出量抑制の推進

d 農業者への 情報提供 と 回収労力 の軽減

( イ ) 中長期的 な処理方法の検。寸 と し て循環型社会の形成へ向けた提言 (生産流通課)

ウ 家畜排泄物の肥料化

○ 有機質資源活用集落営農体制整備事業

家畜糞尿を有機質資源 と し て有効活用す る ため 、 堆肥化施設の整備 を 図 り 、 畜産農家 と 集落

内又は隣接す る 集落内の耕種農家 と の連携に よ る 家畜糞尿の適正な処理利用体制 を確立 し 、 環

境 にや さ し い農業 を推進 し た 。

平成 1 1 年度事業実施箇所 : 7 施設 (小河内堆肥組合 ( 日 野町) 他) て畜産課)

し

○ 畜産堆肥広域流通体制整備事業

広域流通セ ン タ ー の 設置 、 需給計画の策定、 需要 と り ま と め 、 斡旋等 を行っ た 。
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平成 1 1 年度事業実施地区 4 地区 ( 4 農協管内 ) (生産流通課)

( 2 ) 廃棄物適正処理の推進

○ 廃棄物関係施設の監視 ･ 指導

廃棄物処理法第 1 9 条並びに浄化槽法第 5 3 条 に基づ く 立入検査を行っ た 。

(廃棄物 再資源対策課)

表2-2 廃棄物関係施設監視 指導状況 (平成 1 1 年度)

立入場所

検査件数

一般廃棄物
下水道

終末処 合。十

理施設

し尿処浄化槽 ごみ処粗 大その他小 。十

理施設 理施設 ごみ処

理施設

立 入 検査件 数 14 399 46 1 70 530 22 55 2

理化学検査件数 1 2 243 29 0 63 347 22 369

○ 一般廃棄物減量化 ･ 再生利用推進事業

広域市町村圏 を単位 と し た東部 西部の ｢ごみ処理広域化推進協議会｣ にお い て 、 ごみ処理

施設 (焼却施設) の集約化について検。寸 し た 。 (廃棄物 ･ 再資源対策課)

○ 産業廃棄物処理指導事業

排出事業者、 処理業者に対 し 、 減量化 ･ 適正処理について指導を行 う と と も に 、 規制対象施

設 (最終処分場、 焼却施設等) に対す る排出水や排ガス等の行政検査、 規制対象外の既設 ミ ニ

処分場の把握、 浸出水の調査を実施 した 。

ま た 、 ｢鳥取県産業廃棄物の処理に関す る 指導要綱｣ に基づ く 廃棄物処理施設の設置 、 廃棄

物処理業の許可等につ い て指導を行 っ た 。 (廃棄物 再資源対策課)

表2-3 産業廃棄物監視 指導状況 (平成 1 1 年度)

立 入 場 所 立入検査件数 理化学検査件数

排 出 事 業 所 645 5 1

産業廃棄物処理業者 58 O

中 間 処 理 施 設 145 1 3

最 終 処 分 場 376 1 67

そ の 他 262 O

合 計 1 ,486 23 1

○ 下水道汚泥処理総合計画の運用

公共下水道か ら発生す る 汚泥を広域的 に処理 し 、 減量化又は再利用化を 図 る 。 平成 1 5 年度

の供用 を 目標に 、 特定下水道施設共同整備事業で鳥取市、 岩美町、 気高町、 鹿野町、 青谷町か

ら発生す る 汚泥を共同で焼却す る 施設建設に着手す る 。 (都市計画課)

○ 公共関与処分場設置推進事業

公共関与産業廃棄物最終処分場の整備の 円滑な推進 を 図 る ため 、 (財 ) 鳥取県環境管理事業

セ ン タ ーへの職員 の派遣、 セ ン タ ー運営費等への融資等に よ る 支援を行っ た 。

(廃棄物 再資源対策課)

26



図2 4 平成 1 0 年度の ごみ処理の概要

直接埋立 直接焼却 中 間処理施設搬入 総排出量 ( 自 家処理を 除 く )

4 5 6 t 1 7 9 9 1 7 t 3 3 3 9 9 t 2 1 5 0 3 2 t

ごみ処理系統図 (単位 人、 t )

可燃ごみ 1 67 ,657

不燃ごみ 9 ,244

総人口 。十 画 処 理 。十面収集 収集ごみ A 2 1 5 ,o32
区域内人口 人 口 資源ごみ 1 9 ,5 86

62 1 ,286 62 1 ,286 608 ,999 2〇G822 そ の 他 495
粗大ごみ 3 , 840

自 家処理 直接搬入ごみ 14 ,2 1 0

人 口

12 ,287 自 家処理量 7,427

直接埋立 456 最終処分場

直接焼却 焼 却 施 焼却残査の埋立 21 ,2971 79 ,9 1 7 。没
0 l

処理残査の焼却 : 処理残査の埋立

1 , 1 45 1 3 ,63 3

2 ,990 粗 大 ご み 処 理 施 設

　
: 施設処理に伴 う 資源化量

0,2 1 6 粗大ごみ処理施設以外の B 1 8 ,205

資源化等 を行 う 施設 - - - - - - - -｢ その他の資源化量

C 2,427

市民団体等に よ る 集団

回収量 D 9,6380 高 速 堆 肥 化 施 設
- - - - - - - - - - ｢

か

1 93 そ の 他
- - - - - - - - - - ｢

菜

リ サ イ ク ル率= E ÷ ( A + D )

= 30 ,270/224 ,670

= 1 3 . 5 %
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｢ コ ン ポ ス ト セ ン タ ー い な ば｣ は 、 鳥取県東部圏域の 1 5 の市町村が今ま で焼却処

分 し て い た集落排水施設及び し尿処理施設か ら 排出 さ れ る 汚泥 を発酵処理 し 、 良質か

つ安定的 に コ ン ポス ト 製品 (製品名 ｢い な ば コ ン ポ｣ ) を 製造 し 、 農地へ還元す る ため

の施設であ る 。

ま た 、 農林水産省 ･ 厚生省の共同事業 に

よ る 省庁間 の連携で建設 し た こ と も あ り

全国的 に も 関心 を も たれてい る 。 織 ぞ躍癆閖醐
L 施設概要 I ,旛 ‘
建築面積 1 , 4 4 8 8 2 m2 譲塁　 　 　 　 　

延床面積 2 , 3 6 4 . 1 5 m 2

着 工 平成 9 年 1 0 月

竣 工 平成 1 1 年 5 月 鰹
総事業費 約 1 8 億円

対象汚泥 し尿処理汚泥、 集落排水処理汚泥

処理方式 一次発酵 ( ロ ー タ リ ー キ ル ン式) 二次発酵 (サ イ ロ式)

処理能力 1 0 . 3 5 t / 日 (含水率 7 5 % )

製 品 量 約 3 t / 日 (含水率 3 5 % )

( 3 ) 散乱ごみ ･ 投棄ごみ対策の推進

○ 環境美化対策推進事業

｢鳥取県環境美化の促進に関す る 条例｣ に基づ き 、 清掃等美化活動の推進、 鳥取県散乱ごみ

対策推進協議会での各団体の取組状況及び課題、 問題点 を踏 ま え た散乱ごみ防止対策について

検。寸 、 散乱 ごみ現状写真の募集 ･ 展示等 を行っ た 。

ま た 、 環境美化促進地区の指定、 環境美化指導員の設置の ほか 市町村が設置す る 啓発看板、

ごみ箱等の整備に助成 を行っ た 。

環境美化促進指定地区 3 9 市町村 5 6 地区 (表2 5参照)

環境美化指導員数 5 6 名

産業廃棄物 の不法投棄の監視 産業廃棄物不法投棄件数及び処理件数の推移

　　　　　 　た投棄者不明産業廃棄物 を 市町

醒鱗罐霧灘開褻 90 尺 … ,. 76
計画的 に処理す る 費用 の一部 を 60

助成 し た 。 43 4452

て7 “ ≠葹獲穰件数
＼
尺 … ‐ ツ

▼テ ー - -

盪-＼‐す窪肴＼-》※"丸豊丘 ▲
35 菱テ虔町 33

(廃棄物 再資源対策課) 3o

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H 1 O H 1 1
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表2 5 環境美化促進地区一覧 (平成 1 2 年 3 月 現在)

市町村 指 定 地 区 名

気高町 気高町浜村ふれあ い の道地区

鹿野町 鹿野町健康 と福祉の里地区

青谷町 青谷町鳴 り 砂の浜 長尾岬地区

羽合町 羽合町は わい温泉地区

泊 村 泊村グ フ ン ド ゴル フ の里公園潮風の丘 と ま り 地区

東郷町 東郷町不動滝地区

東郷町羽衣石城山公園地区

三朝町 三朝町三徳山周辺地区

三朝町小鹿渓周辺地区

三朝町三朝温泉地区

関金町 関金町せ き がね 遊 YOU村地区

北条町 北条町北条海浜広場地区

大栄町 大栄町お台場公園地区

東伯町 東伯町逢束港地区

赤碕町 赤碕町ふ る さ と 海岸地区

赤碕町船上山地区

西伯町 西伯町緑水湖地区

会見町 会見町鶴田 ( フ ラ ワ ーパー ク 周辺) 地区

岸本町 岸本町 き し も と 山の手通 り と 縫合ス ポー ツ公園地言

日 吉津村 日 吉津村 日 野川 ･ 日 吉津海岸地区

淀江町 淀江町今津 ･ 淀江海岸地区

大山町 大山町仁王堂公園地区

名和町 名和町地域休養施設 ｢夕 陽の丘 神 田｣ 地区
中 山町 中 山町荻原地区

日 南町 日 南町石霞渓地区

日 野町 日 南町滝山公園地区

江府町 大山環状道路地区

溝口町 溝口町桝水高原地区

市町村 指 定 地 区 名

鳥取市 鳥取市樗熱公園地区

鳥取市鳥取砂丘地区

鳥取市久松公園地区

鳥取市 白兎海岸地区

倉吉市 倉吉市伝細り建造物群 ･ ボケ ノ ト パー ク 周辺地区

米子市 米子市米子水鳥公園地区

境港市 境港市水木 しげる ロ ー ド地区

国府町 国府町万葉の里地区

岩美町 岩美町鴨が磯 ･ 城原地区

岩美町浦富地区

岩美町岩井温泉地区

岩美鋼大羽尾 ･ 小羽尾 ･ 陸上地区

岩美町大谷海岸地区

福部村 福部村砂丘地区

福部村岩戸地区

福部村鳥取砂丘オ ア シス広場地区

郡家町 郡家町郡家駅前周辺地区

船岡町 船岡町竹林公園地区

河原町 河原町桜づつみ河川公園地区

河原町河原 中央公園地区

八東町 八東町ふ る 里の森地区

若桜町 若桜町若桜駅前周辺地区

用瀬町 用瀬町町道屋住佐治線地区

用瀬町赤波川渓谷お う 穴群地区

佐治村 佐治村辰巳峠地区

佐治村 さ じ ア ス ト ロ パー ク 地区

佐治村村道佐治用瀬線地区

智頭町 智頭町芦津地区

2 大気環境の保全

( 1 ) 工場 ･ 事業場対策の推進

○ 工場 事業場にお け る ばい煙対策等

平成 1 1 年度 にお け る 大気汚染防止法及び鳥取県公害防止条例 に基づ く 届 出施設は 、 ばい煙

発生施設 1 , 0 4 3 施設 、 粉 じ ん関係特定施設 1 8 4 施設であ る 。

こ れ ら の届 出施設につい て 、 廃棄物焼却炉 を 中心 に延べ 2 4 9 施設に立入 し 、 煙道中 の排出

ガス について調査を行っ た結果 、 排出基準に違反 し てい たの は 1 件 (改善済み ) であ っ た 。

(環境政策課)

表2 6 大気関係施。技監視指導件数 (平成 1 1 年度)

ばい煙発生施設
計

粉 じ ん発生施設
。十 合。十

法 その他 法 条例 その他

延監視指導件数 239 0 239 1 0 0 0 1 0 249

(注) ( ) ･工場 事業場数
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表2-7 煙道中排出ガス測定 (行政検査) 状況 (平成 1 1 年度)

令別表第 1 の施設数

いお う 酸化物 ぽい じ ん 塩化水素 窒素酸化物 合計

立 入

施設数

違 反

施設数

立 入

施設数

違 反

施設数

立 入

施設数

違 反

施設数

立 入

施設数

違 反

施設数

立 入

施設数

違 反

施設数

1 ボ イ ラ ー 3 0 3 0 1 O 2 0 9 ( 3 O

2 焼 成 炉 T-I･ O 11 0 O O 1 0 3 ( 1 O

1 1 乾 燥 炉 0 0 O 0 O 0 O 0 0 (o O

1 3 廃棄物焼却炉 19 O 1 8 1 1 9 O 14 0 70 ( 1 6 1

計 23 0 22 1 20 0 1 7 0 82 (20 1

( 2 ) 自 動車交通公害対策の推進

○ 渋滞の解消

鳥取県第 3 次渋滞対策プロ グ ラ ム (平成 1 0 ~ 1 4 年度) に沿っ て 、 県内道路の主要渋滞箇

所の解消 を 図 っ てい る 。

平成 1 1 年度渋滞対策箇所 一般県道鳥取港湖 山停車場線山王道踏切入口交差点 (県実

施) 、 一般国道 9 号溝川交差点 (国実施) (道路課)

○ 公共交通機関利用の促進

(第 2 部第 5 章の 1 ( 3 ) 参照 ) (交通政策課)

○ 低公害車の導入促進

(第 2 部第 5 章の 1 ( 3 ) 参照) (環境政策課)

( 3 ) スパイ ク タ イ ヤ粉 じん対策の推進

○ スパイ ク タ イ ヤ粉 じ ん対策

｢ス パイ ク タ イ ヤ粉 じ んの発生の防止に関す る 法律｣ に基づ き 4 市 2 3 町 3 村 を スパ イ ク タ

イ ヤ使用禁止地域 と して指定 してお り 、 脱スパ イ ク タ イ ヤ を呼びかけてい る 。 (環境政策課)

( 4 ) 有害物質対策の推進

0 有害大気汚染物質モニ タ リ ン グ

大気汚染防止法第 1 8 条の 2 3 に基づ き 、 有害大気汚染物質の う ち 、 中央環境審議会が健康

リ ス ク があ る 程度高 く 、 対策の優先度の高い も の と し て示 し た ｢優先取組物質｣ につい て 、 平

成 1 0 年 3 月 か ら 、 環境基準が設定さ れたベ ン ゼ ン 、 ト リ ク ロ ロ エチ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エチ

レ ン等 を は じめ 、 県 において測定体制の整っ た も のか ら順次モニ タ リ ン グ を 開始 して い る 。

平成 1 1 年度の調査結果では 、 環境基準 を超え る値や 、 全国的 に見て特に高い数値は観測 さ

れてい な い 。 (環境政策課)

( 5 ) 騒音対策の推進

○ 騒音規制法に よ る規制

騒音規制法に よ る 県内の規制地域指定は 、 平成 1 1 年度末現在で 7 市町村につい て行われて

お り 、 規制の対象 と な る 指定地域内の金属加工機械等の特定施設を 設置 し て い る 工場 事業場

( ｢特定工場等｣ ) の総数は 、 平成 1 1 年度末現在で 3 3 1 件であ る 。

ま た 、 指定地域内の規制対象 と な る 建設作業 (政令で定め る く い打作業等の特定建設作業)

の平成 1 1 年度実施の届出件数は 2 9 件であ っ た 。 こ れ ら に対 し て 、 市町村に よ り 指導が行わ

れた 。 (環境政策課)

○ 航空機騒音
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現在環境基準のあて はめ は行っ てい な いが 鳥取空港及び米子空港について 、 航空機騒音の

調査を行っ た 。 (環境政策課)

( 6 ) 振動対策の推進

○ 振動規制法に よ る規制

振動規制法に よ る規制地域指定は 、 平成 1 1 年度末現在で 5 市町につい て行われてお り 、 規

制の対象 と な る 指定地域内の金属加工機械等の特定施設 を 設置 し て い る 工場 ･ 事業場 ( ｢特定

工場等｣ ) の総数は平成 1 1 年度末現在で 1 7 1 であ る 。

ま た 、 指定地域内の規制対象 と な る 建設作業 (政令で定め る く い打作業等の特定建設作業)

の平成 1 1 年度実施の届出件数は 1 7 件であ っ た 。 こ れ ら に対 して市町村に よ り 指導が行われ

た 。 (環境政策課)

( 7 ) 悪臭対策の推進

○ 悪臭防止法に よ る規制

悪臭防止法に よ る指定地域は 、 平成 1 1 年度末現在で 4 市 2 6 町 4 村 と な っ てい る 。

ま た 、 屋外にお け る燃焼行為 に伴い発生す る ばい煙、 悪臭等 を規制す る た め 、 鳥取県公害防

止条例 に よ り ゴム 、 皮革、 合成樹脂、 廃油 、 硫黄及びピ ッ チ並びに こ れ ら を含む物 を屋外にお

い て燃焼 させる こ と が禁止 さ れてお り 市町村 と 連携の上指導を行っ た 。 (環境政策課)

( 8 ) 緑化の推進

○ 緑 ･ 木 と のふれ あ い推進事業

県民総参加に よ る 緑づ く り の機運を醸成 し 、 豊かな緑に包 ま れた潤いのあ る 県土づ く り を推

進す る た め 、 県民参加の植樹祭や森林のめ ぐみ感謝祭の開催等森林や緑の大切 さ を普及啓発 し

た 。 (森林保全課、 林務課)

3 水環境の保全

( 1 ) 工場 ･ 事業場対策の推進

○ 特定事業場排出水。周査

水質汚濁防止法及び鳥取県公害防止条例 に基づ き 特定事業場の排出水の調査、 施設の改善

指導を行 っ た 。

水質汚濁防止法関係では 、 8 0 5 件 に立入 り 、 6 1 4 件の排出水調査を行い 、 2 3 件 に文書

で改善指導を行っ た 。 ( う ち 2 件 を公表)

ま た 、 鳥取県公害防止条例関係では 、 1 0 件 に立入 り 8 件の排出水調査を行っ たが、 改善

を要す る 事業所は なか っ た 。 (件数はすべて延べ件数) (環境政策課)

表2 8 立入検査、 改善指導状況 (平成 1 1 年度)

水質汚濁防止法適用事業場

立 入 検 査

事業場延件数

排 水 調 査

事業場延件数

違反事業場

延 件 数

改 善 指 導

延 件 数
改善命令件数

805 6 14 2 23 O

鳥取県公害防止条例適用事業場

立 入 検 査

事業場延件数

排 水 調 査

事業場延件数

違反事業場

延 件 数

改 善 指 導

延 件 数
改善命令件数

10 8 O O O

(注) 改善指導延件数は文書で指導 を行っ た件数
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表2 9 違反事業場の違反内容

業種 件数
違反項 目

BOD SS

畜 産 農 業 1 1

豆腐 者豆製造業 1 1

合。十 2 1 1

( 2 ) 生活排水対策の推進

○ 合併処理浄化槽。没置推進事業

生活環境及び公共用水域の保全の ため 、 浄化槽の適正な維持管理を推進する と と も に 、 合併

処理浄化槽設置整備事業 (設置者への設備費の一部補助) を 実施す る 市町村に対 し て県費助成

を行い 、 合併処理浄化槽設置の推進 を 図 っ た 。

平成 1 1 年度補助実績 1 9 市町村、 3 8 9 基 (廃棄物 再資源対策課)

○ 生活排水対策推進事業

県下全域 を対象に 、 生活排水対策 を推進する ため 、 次の普及啓発を行っ た 。

テ レ ビス ポ ッ ト の放映、 生活排水対策実践活動啓発パ ン フ レ ッ ト の配布

水生生物 に よ る水質調査普及パ ン フ レ ッ ト の配布 (環境政策課)

○ 公共下水道事業 、 流域下水道事業

下水道は 、 生活環境の改善及び河川等の公共用水域の保全のため重要な施設であ る 。

平成 1 1 年度末の下水道の普及率は全国平均の 6 0 % (前年比 2 . 0 ポ イ ン ト 増 ) に対 し 、

鳥取県 4 0 . 0 % (全国第 2 9 位 、 前年比 2 . 5 ポ イ ン ト 増 ) と かな り 遅れてい る 。

鳥取県で は 、 天神川 、 東郷池の水質保全を 図 る た め 、 天神川流域下水道事業計画 に基づ き

天神浄化セ ン タ ー を整備 、 一部 を供用 し てい る 。 (都市計画。果)

○ 美保湾流域別下水道整備総合計画策定事業

日 野川 、 美保湾の水質環境保全に必要な流域内の下水道整備基本計画 を平成 1 0 年度か ら 3

ヵ 年で策定中であ る 。 (都市計画課)

○ 農業集落排水処理施。袋整備事業

農業集落排水施設は農業集落排水事業、 農村総合整備事業に よ り 、 昭和 5 7 年度に東郷町、

日 吉津村で着手 し 、 平成 1 1 年度 ま でに 3 5 市町村で実施 さ れて い る 。

平成 1 1 年度実施地区 : 5 1 地区 (鳥取市他) (農村整備課)

○ 漁業集落排水処理施。袋整備事業

漁港機能の増進 と 背後集落にお け る 生活環境の総合的 な改善の一環 と し て 、 岩美町 、 福部村

で排水施設の整備 を行い平成 1 1 年度 ま で に 6 地区が完了 し た 。

完成地区 岩美町 東地区 、 網代地区

気高町 酒津地区 、 船機地区

青谷町 夏泊地区 、 長和瀬地区

実施地区 : 福部村 岩戸地区 (漁港課)

○ 内水面漁業環境保全事業

湖 山池及び東郷池の漁業環境の悪化 を防止す る ため 、 鳥取市 、 東郷町がその原因 と な っ て い

る 池内の廃棄物 を除去 し 、 ゴ ミ を 回収 し た 。

平成 1 1 年度回収実績 湖山池 3 3 m3 東郷池 3 1 6 m3 (水産課)

32



表2 1 0

平成 1 1 年度末 公共下水道整備状況
(平成 1 2年 3 月 3 1 日 現在)

都市名

行政区域

人 口

(A)

全体計画

面 積

全体計画

処理人口

平成 1 1 年度末整備状況
普及率

(B ) / (A )整備面積
処理可能

面 積

処理可能

人口 (B )

鳥 取 市

米 子 市

倉 吉 市

境 港 市

国 府 町

岩 美 町

福 部 村

郡 家 町

河 原 町

八 東 町

若 桜 町

用 瀬 町

智 頭 町

気 高 町

鹿 野 町

青 谷 町

羽 合 町

泊 村

東 郷 町

三 朝 町

関 金 町

北 条 町

大 栄 町

東 伯 町

赤 碕 町

西 伯 町

岸 本 町

日 吉 津 村

淀 江 町

大 山 町

名 和 町

中 山 町

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

( 35 )

そ の他町村

(4)

鳥取県計

(39 )

人

147 , 1 68

1 3 8 ,406

49 ,9 84

37 ,507

8 ,5 37

1 4 ,597

3 ,55 1

l o ,276

8 ,687

5 , 840

5 ,2 1 4

4 ,489

9 ,779

1 0 , 1 93

4 ,477

8 ,493

7 , 8 30

3 , 1 5 6

6 ,827

8 ,206

4 ,470

8 , 1 1 1

9 ,3 5 8

1 2 ,492

8 ,645

8 ,2 1 2

7 ,403

2 ,9 84

9 ,259

7 ,063

7 ,7 3 1

5 ,443

4 ,666

4 , 1 6 1

5 ,485

1 9 , 1 25

6 1 7 ,825

ha

3 ,597 .O

4 ,777 . O

1 ,5 1 8 .O

1 ,743 . O

86 . 8

302 . O

68 . O

1 74 . O

1 73 . O

55 . O

90 . O

48 . O

1 24 . O

1 9 1 . O

1 24 . O

1 07 . O

45 8 . 5

48 . l

265 . 9

2343

1 34 .4

246 .O

3 1 7 .O

442 .O

290 .O

1 29 . 5

93 .O

98 . O

323 . O

60 . O

1 6 1 . O

8 1 . O

83 . O

39 . O

45 .O

1 6 ,726 .5

人

1 60 ,35 8

1 30 ,500

42 ,790

4 1 , 300

3 ,900

1 1 ,620

1 3 ,500

5 ,600

6 ,900

2 ,092

3 ,650

2 , 8 50

5 ,00O

8 ,650

6 , 1 20

3 ,470

9 ,00O

2 , 1 1 0

5 ,390

5 ,480

2 , 840

9 ,590

9 ,700

9 ,640

8 ,700

4 ,950

3 ,600

4 ,440

1 2 ,480

1 1 ,650

6 , 1 00

2 ,260

2 ,430

1 ,5 50

1 , 800

5 62 ,0 1 0

ha

1 ,706 . 6

1 ,023 . 8

774 . 2

429 .7

80 . 1

79 . 1

4 .O

1 46 . 6

78 .O

32 . 9

49 . 1

37 .O

40 . 6

67 .O

76 . 9

56 .O

230 . 6

28 . 9

1 59 .7

1 64 . 3

84 .4

73 . 1

1 1 8 .9

1 2 .7

43 .2

34 .5

87 . 2

89 .O

55 .7

4 . O

47 . 5

5 8 . 8

9 . 6

35 . O

6 ,0 1 8 .7

ha

1 ,706 . 6

1 ,023 . 8

774 . 2

429 . 7

80 . 1

79 . 1

4 . O

1 40 . 1

73 .O

25 .5

45 .7

8 . 3

63 . O

5 8 . 5

56 . O

230 . 6

28 . 9

1 59 .7

1 60 . 1

84 .4

73 . 1

1 043

30 . 5

87 . 2

87 .7

30 . 3

47 . 5

5 6 . O

9 . 6

29 . O

5 ,7 86 . 5

人

95 ,985

52 , 860

27 ,947

1 1 ,222

3 ,439

2 , 1 22

49

4 ,08 8

2 ,5 60

947

2 ,504

379

2 ,3 30

1 ,628

2 ,229

7 , 1 62

1 ,268

4 ,990

3 , 898

2 ,075

3 , 1 45

3 ,223

1 ,372

2 ,962

2 ,543

478

1 ,52 1

1 , 3 87

8 8

1 ,000

247 ,40 1

%

65 .2

3 8 .2

55 . 9

29 .9

40 . 3

1 4 . 5

1 .4

39 . 8

29 . 5

1 6 . 2

48 . 0メ

3 . 9

22 . 9

36 .4

26 . 2

9 1 . 5

40 .2

731

47 . 5

46 .4

3 8 . 8

34 .4

1 6 .7

993

27 . 5

6 . 8

27 . 9

29 .7

2 . 1

1 8 . 2

40 . O

(注 ) 1 ｢行政人口｣ は H 1 2 . 3 . 3 1 現在の住民基本台帳 (市町村振興課調べ) に よ る 。

2 鳥取市の計画面積、 人口 は国府町、 福部村分を 除 く 。

3 ｢そ の他町村｣ は 、 船岡町、 佐治村、 会見町、 日 南町であ る 。

4 H 1 1 繰 り 越 し分は含ま な い
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( 3 ) 中海 ･ 湖山池等の湖沼水質保全対策の推進

○ 中海水質浄化対策推進事業

下水道の整備等各種浄化施策 を と り ま と め た第 3 期 ｢中海に係 る 湖沼水質保全計画｣ を推進

す る と と も に 、 衛生研究所を 中心に 中海汚濁機構解明のため の調査を継続 し て実施 し た 。 加 え

て 、 中海水質汚濁防止対策協議会 (鳥取 島根両県及び中海周辺 4 市 3 町で構成 ) の運営を行

っ た 。 (環境政策課)

○ 湖山池水質浄化対策推進事業

下水道の整備等各種浄化施策 を と り ま と め た ｢湖 山池水質管理計画｣ を推進す る と と も に 、

衛生研究所 を 中心に湖 山池汚濁機構解明のた め の調査を引 き 続 き 実施 した 。

ま た 、 湖 山池流域の工場 ･ 事業場に上乗せ排水規制 を適用す る ため 、 平成 1 1 年度 に水質汚

濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づ く 排水基準 を定め る 条例の一部 を改正 し た 。

(環境政策課)

○ 湖山池水質浄化手法調査研究事業 (湖山池の水質浄化に係る新技術の募集)

湖 山池の水質浄化方策検。寸の基礎資料 と す る ため に行 う 水質浄化技術公開試験の参加企業 を

募集 し た 。

応募技術数 1 5 (県内企業 2 、 県外企業 1 3 )

浄化技術 微生物等の浄化技術を利用す る も の

底泥の処理に よ り 水質浄化を 図 る も の

水生生物 を利用す る も の な ど (環境政策課)

( 4 ) 地下水汚染対策の推進

○ 地下水水質調査及び事業場に対す る指導

地下求の水質調査を行っ た る ま か 、 ト リ ク ロ ロ エチ レ ン等有害化学物質使用事業場に対 し て 、
排水の適正処理につい ての指導を行っ た 。

( 5 ) ゴルフ場農薬排水対策の推進

○ ゴル フ場周辺水質調査指導事業

(環境政策課)

ゴル フ場で使用す る 農薬に よ る ゴル フ場周辺の水域に対す る水質汚濁 を未然に防止す る観点

か ら 、 環境庁の示 し た暫定指導指針に従い 、 県内の各 ゴル フ場 につ いて年 2 回排出水調査を実

施 し ( 2 回 と も 指針値内 ) 、 農薬の適正使用の指導に努めた 。 (環境政策課)

( 6 ) 水道水源等の監視強化

○ 水道水源等監視指導事業

将来に わ た る 水道水の安全性を確保す る た め 、 ｢鳥取県水道水質管理計画｣ に基づ き 水質基

準 を補完す る ｢監視項 目 ｣ について水質検査を実施 し 、 全県的 な検出状況を把握す る と と も に 、

水道事業者に対 し 、 指針値以下の水道水を供給す る よ う 指導 し た 。 (環境政策課)

( 7 ) 海域の水質保全

○ 漁場環境維持対策事業

漁業被害の防止 と 漁業環境の保全を 図 る た め 、 沿岸 、 湖沼環境のモ ニ タリ ン グ調査及び貝毒

成分、 有害プラ ン ク ト ン等のモ ニ タ リ ン グ調査を行っ た 。 (水産課)
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4 土壌 ･ 地盤環境の保全

( 1 ) 土壌汚染対策の推進

○ 公害防除特別土地改良事業

農用地土壌汚染対策地域及び周辺農用地の農業生産性の向上 と 農業経営の安定を 図 る た め 、

受益面積 2 0 h a 以上の地区 を対象に客土及び区画整理を実施 した 。

平成 1 1 年度実績 客土工 2 . 5 h a 、 区画整理工 2 6 h a

土壌改良工 2 . 5 h a

o 旧岩美鉱山 、 旧大宝鉱山鉱害防止事業

旧岩美鉱山及び旧大宝鉱山の公害 を 防止す る た め 、

の 中和処理等 を行 っ た 。

(耕地課)

流出す る 鉱廃水 (銅 、 鉄 を含む酸性水)

(環境政策課)

○ 埋設農薬安全処理対策事業

埋設農薬の将来にわ た っ て の安全性を確保す る た め 、 市町村、 農協で構成す る 実行委員会が

行 う 農薬の掘削回収等に助成す る と と も に 、 埋没箇所周辺の環境調査、 回収 し た農薬の最終処

理を行っ た 。

･ 平成 1 1 年度実施箇所 鳥取市、 若桜町 、 佐治村 (生産流通課)“

( 2 ) 地盤沈下対策の推進

○ 地盤沈下防止対策事業

平成 1 1 年度 に お い て は 、 年間 1 cm以上の沈

点で 0 . 0 1 ~ 0 . 2 4 cmの範囲で隆起す る な ど

年間 1 cm以上の沈下が観測 さ れた地点は な く 、 1 0 地点 中 5 地

鈍化の傾向が顕著に な っ てい る 。

(環境政策課)な お 、 測量間隔 について は 、 今後隔年測量か ら 5 年に延長す る 。

5 環境汚染化学物質の適正管理

○ 環境汚染化学物質対策の推進

庁内関係課で組織す る ｢環境汚染化学物質対策連絡会議｣ におい て情報収集 交換及び総合

的な対策の検。寸 を行い 、 下 。己の 2 つ の取組方針 を策定 し た 。

ダ イ オ キ シ ン類総合取組方針

人や生態系への影響防止の観点か ら 、 環境中 の ダイ オ キ シ ン類の実態把握 と 発生源施設の

適正化対策及び排出抑制対策 を推進す る と と も に 、 県民への 情報提供に努め る 。

環境ホ ルモ ン に対す る 当面の取組

環境ホ ルモ ン の汚染状況の把握 と 国等の連携を 図 り つつ情報収集に努め る と と も に 、 県民

に対 し必要な 情報を提供す る 。 (環境政策課)

○ ダイ オ キ シ ン類の 。周査指導

一般環境中の ダイ オ キ シ ン類濃度 を測定 し た と こ ろ 、 大気、 水質 、 土壌につい て は 、 いずれ

の地点 るこ ぉ い て も 環境基準値 (大気 o . 6 知 TEQ歴、 水質 : 1 pg TEQA、 土壌 1 ' 0 o
o pgtnぅQ/g ) を 大 き く 下回 っ ていた 。 底質 につ い て は環境基準の設定は さ れて い な いが、 環境
庁の平成 1 0 年度 ダ イ オ キ シ ン類緊急全国一斉調査結果の検出範囲内で 、 特に高い数値は認め

ら れなか っ た 。

ま た 、 平成 1 1 年 7 月 に制定 (策定) さ れた ダイ オ キ シ ン類対策特別措置法や基本方針に基

づいて 、 ごみの焼却 につ い ての規制 指導、 ごみの減量化対策、 実態調査な ど行っ た 。

(環境政策課)
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第 2 節 環境関連産業の振興

1 環境関連技術の開発

○ 産業技術セ ン タ ー整備推進 ･ 移転準備事業

環境関連技術を含め た技術開発の推進拠点 と し て平成 9 年度 よ り 整備 を進め て き た鳥取県産

業技術セ ン タ ー本場は 、 平成 1 1 年 1 1 月 に県民開放型 と し て完成 、 平成 1 2 年 4 月 に 開所 し

た 。 (工業振興課)

○ 県内研究機関連携推進事業

研究成果 を県内企業に波及 さ せ る ため 、 公設の式験研究機関が相互に連携 し て ｢食品製造工

程にお け る微生物汚染の防止対策｣ を は じ め と す る 5 テ ー マの研究を行っ た 。

(工業振興課)

表2 1 1 食品製造工程にお け る微生物汚染の防止対策

試験研究機関名 分担研究テ ー マ と研究概要

産 業 技 術 セ ン タ ー
｢鶏 肉 た た き ｣ を モ デル と し て 、 製造過程にお け る微生物の推

移及びその微生物制御 につい て検。寸 し た 。

中小家畜。式験場 (養鶏科)

･ 衛生研究所

人の健康 に害 を与 え な い天然素材 と し て の 肉用鶏での カ テ キ

ン投与に よ る微生物制御の可能性につい て検。寸 を行っ た 。

中小家畜試験場 (養豚科)

衛生研究所

豚肉生産段階にお け る 病原性微生物の感染実態 を 把握 し 、 そ

の制御技術の確立 を 目 指 し た 。

畜 産 。式 験 場

肉牛の肥育過程 にお け る 微生物汚染の実態 と 飼養環境等の

関連性の調査検。寸

･ 出荷牛に対す る微生物資材投与効果の検。寸

ハエ成虫飛翔防止対策の効果検。寸

○ 環境関連技術開発推進事業

県産業技術セ ン タ ー は 、 県内の 中小企業が取 り 組む こ と の で き る 環境関連技術の開発 ･ 普及

に努め 、 リ サ イ ク ルが容易で環境負荷の小 さ い素材の 開発研究等 を行 っ た 。 (工業振興。果)

表24 2 平成 1 1 年度研究内容

研究テ ー マ 研 究 内 容

環境 を考慮 し た材質改良

技術 の 開発 と 製品 開発

自然塗料の性能評価分析

自 然塗料の機能解明

木材の吸放湿機能の解明

生 分 解 性 を 有 す る

機 能 性 材 料 の 開 発

農産廃棄物 のモ ミ ガ ラ 等 を原料に 、 セ ル ロ ー ス繊維 を 調製

し 、 強度な どの性質 を 調べる 。

市販の生分解性を有す る 材料の分解作用等 を 調べる 。

バ イ オ 系 セ ラ ミ ッ ク ス

に よ る エ コ マ テ リ ア ル

の 開 発 に 関 す る 研 究

加熱処理 し た アパ タ イ ト (魚の う ろ こ や骨 に含 ま れる 成分)

の物性評価 と イ オ ン交換特性の評価

アパ タ イ ト 混合樹脂のめ っ き 性につい て検。寸

環 境 保 全 の た め の

加 工 副 産 物 へ の

微生物 ･ 酵素応用技術

加工副産物の前処理技術

･ 酵素に よ る機能性糖質への変換 と 回収

･ 機能性糖質の生理活性評価

地域未利用 タ ンパ ク 質の

有効利 用 に 関 す る 研究

･ 残滓中か ら の コ ラ ー ゲ ン の抽出方法の検。寸

生理活性ペ プチ ドの検索手法の確立
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2 環境関連産業の育成 ･ 振興

○ 国際環境規格。忍 。正取得モデル企業育成支援事業

I S O 1 4 0 0 1 の 。忍 。正取得 に取 り 組む県内 中小企業 に対 し経費 の一部 を助成す る と と も

に 、 人材養成の た め の セ ミ ナ ー を 開催 し た 。

平成 1 1 年度実績 補助対象認定事業所 9 事業所

( う ち 、 補助金交付済事業所 2 事業所)

内部監査員 セ ミ ナ ー参加者 6 5 名

事例発表会参加者 9 0 名 (工業振興課)

○ 企業交流推進事業

県内中小企業が環境問題等について学習す る 場 と し て 、 主 に I S O 1 4 0 0 1 。忍 。正取得 を 目

指す企業等の社内 リ ー ダーが集 ま っ て の学習会を 開催 し た 。

ま た 、 環境関連法規の勉強会、 I S O 1 4 0 0 1 認 。正取得企業に よ る 講演会、 リ サ イ ク ル事

業 を行 う 企業への視察等 を実施 し 、 県内 中小企業に お け る 環境対応の企業活動の重要性の 。忍識

を深め る と と も に 、 県内 I S O 1 4 0 0 1 推進企業間 ネ ッ ト ワ ー ク づ く り に寄与 し た 。

(工業振興。鶏

○ 湖山池水質浄化手法。周査研究事業 (湖山池の水質浄化に係る 新技術の募集)

(第 2 部第 1 章第 1 節の 3 ( 3 ) 参照 ) (環境政策課)
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話
重点プロ ジ ェ ク ト 1

｢資源循環型地域社会づ く り ｣ 指標か ら みた進捗状況

県民、 事業者、 行政がそれぞれの役割分担の も と で 、 廃棄物の発生抑制 、 資源の再利用 、 リ サ

イ ク ル な どを総合的 、 計画的 に推進 し 、 ごみの少な い社会づ く り に努め る 。

○ ごみの年間排出量及びごみの リ サ イ ク ル率

ごみの排出量の削減、 リ サ イ ク ルの推進 につい て は 、 進捗 しつつ あ る と い え る 。 こ の う ち 、

リ サ イ ク ル率について は 、 平成 9 年度に新た に東、 西部 に リ サ イ ク ル プラ ザが整備 さ れる と 共

に 、 容器包装 リ サ イ ク ル法が施行 さ れ、 ごみの内で も 大 き な割合を 占 め る 容器包装の分別収集

が強化さ れた こ と が要因と し て上げ ら れる 。

ごみの年間排出量 (千 ト ン ) ごみの リ サ イ ク ル (% )
1 5

1 2 8 1 3 5 1 3

1 0

7 5

5

平
成
22
年
度

250

200 223 209 2 1 5 1 97
1 50

1 00

50

209 2 1 5 1 2 8 1 3 5 1 3

平 平 平

　 　 　　
　 　 　

　 　 　 　

　　　 　 　 　　
年 年 年 年
度 度 度 度

※ ごみの リ サ イ ク ル率…市町村及び集団回収の収集量の う ち資源化 さ れる ごみの割合

○ 産業廃棄物の排出量

産業廃棄物の排出量につい て は 、 平成 1 2 年度策定予定の第 5 次産業廃棄物処理計画の 中で

明 ら かにする こ と と し てい る 。

0 I S O 1 4 0 0 1 認 。正取得事業所数

I S O 1 4 0 0 1 の 認 。正取得事業所数について は 、 現状で 目 標の約 8 割の達成状況であ る が、

I S O 1 4 0 0 1 。偽正取得を商取引の条件にす る な どのス タ ン ダー ド化が進んでお り 、 県内企

業 にお い て も 。燕正取得熱が高 ま っ て い る 。 加 え て 、 県が投げた ｢国際環境規格認。正取得モデル

企業育成支援事業｣ の支援効果の浸透な ど に よ っ て 、 認 。正取得 に乗 り 出 し た企業が数社あ り

基本計画に上げた 目 標の達成は平成 1 2 年度中 に も 達成 しそ う な状況であ る 。

ISO 惟 400 鷲 の認。正取得事業所数

25

20 ー 8

1 5 1 3

1 0

22

1 8

1 3

7

※ I S O 1 4 0 0 1 ･規格の国際統一 を進め る 民

間の国際機関が発行 し た規格の う ち 、 環境マ ネ ジ

メ ン ト シ ス テ ム (環境負荷 を継続的 に低減す る よ

う 配慮 し た経営シ ス テ ム ) を定め た 国際規格

平 平 平 平
成 成 成 成

　 　　 　 　
度 度 度 度
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重点プロ ジ ェ ク ト 2

｢流域か ら の水環境保全｣ 指標か ら みた進捗状況

県内 を流れる 主要な河川や湖沼は 、 流域の水資源のみ な ら ず、 県民の生活の場であ り 、 多 く の

生物の生息空間 と も な っ て い る こ と に鑑み 、 ｢鳥取県下水道等整備構想｣ に基づ き 生活排水に よ

る水質汚濁の削減を 図 る 。 さ ら に 、 流域毎の河川環境管理基本計画に沿っ て 、 良好な水質や水量

を確保す る と と も に 、 多様で健全な森林や渓流、 自 然海岸な どの水辺環境を保全す る 。

○ 水質の環境基準達成率

河川 につ い て は 、 水質の環境基準達成率

におい て一部の地点 を 除いて概ね水質 を維

持 し てい る と 評価 ( B O D 7 5 %値で評価)

さ れる 。

水質の環境基準達成率 6可川 ) (% )

1 oo 1 00 1 0 0

　 　 　
成 成 成
9 1 0 1 1

年 年 年
度 度 度

水質の環境基準達成率 (湖沼 ) (% )

o o
　 　 　
成 成 成
9 1 0 1 1

　 　 　

平
成
22
年
度

　
　

平
成
盤
年
度

湖沼 につ い て は 、 湖 山池、 東郷池、 中海の環境

基準点 1 1 箇所の う ち 、 平成 1 0 年度は 、 すべて

の地点で環境基準 を達成 し て い な か っ たが、 平成

1 1 年度の測定結果では平成 9 年度以前 と 同様 1

地点 ( 中海の境水道中央部) の み環境基準 ( C O

D 7 5 %値で評価) を達成 し た 。

※ 環境基準達成率…県内の環境基準地点数 (河

川 : 1 4 地点 、 湖沼 1 1 地点 ) の う ち 、 環境

基準 を満た し て い る 地点の割合 と し た 。

湖 山池の水質浄化対策 につ い て は 、 平成 3 年度 に策定 し た ｢湖 山池水質管理計画｣ に基づ き 、

浄化施策 を総合的 、 計画的 に推進す る と と も に 、 工場 ･ 事業場か ら の排水規制 を強化す る ため

に水質汚濁防止法に基づ く 上乗せ条例の改正 を行っ た 。

中海につ い て は 、 第 3 期 ｢中海に係 る 湖沼水質保全計画 (計画期間 : 平成 1 1 年度~ 1 5 年

度) を 策定 し た 。

ま た 、 第 2 期湖沼水質保全計画 に盛 り 込 ま れた施策 につ い て は 、 概ね計画 どお り 実施 さ れた

に も かかわ ら ず、 水質 目標は達成 さ れなか っ た ため 、 今後その原 因 を 調査す る 。

○ 下水道等普及率

下水道 につい て は 、 生活排水対策 に資す

る 施策 と し て 、 今後 も 着実な普及の推進が

必要であ る 。

※ 下水道等普及率…行政人口 (年度末住民

基本台帳登載人口 ) に 占 め る 、 公共下水道、

農業集落排水、 漁業集落排水、 林業集落排

水、 合併処理浄化槽 、 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ン

ト に よ る 処理人口の割合 と し た 。

下水道等普及率 (% )
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保安林面積 (ha)
○ 保安林面積

水源か ん養保安林 につ い て は 、 そ の 1 50000 ー 35 6馴35 785 1 3 5 854
機能の観点か ら 適切 な保全 管理が必 1 2。。。。
要であ る 。

　 　 　 　
　 　　 　　 　　
度 度 度 度
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第 2 章 自然 と人間 と の共生の確保

本県は 、 豊かな 自 然 と 多様な生態系 に恵 ま れてお り 、 美 し い景観 を有 し て い る が、 都市部 を

中心 に 身近 な 自 然や生物の生息空間が減少す る 一方 、 農山村では森林の適正な管理が次第に困

難 と な っ てお り 、 森林、 農地が持つ水源かん養機能や大気浄化機能な どの環境保全能力の確保

と 回復が課題であ る 。 こ の ため 、 人 と 自 然の健全なふれあいが確保で き る よ う 、 貴重な 自 然 と

身近 な 自 然の保全、 こ れ ら を通 じ た生物多様性の保全を 図 る と と も に 、 自 然環境 を基盤 と し た

食糧 木材等の持続的 な生産活動 を通 じ て環境の恵沢を確保す る 。

第 1 節 森林、 農地、 水辺等の持つ環境保全機能の確保

1 森林の環境保全機能の確保

( 1 ) 水源かん養保安林等の森林整備

○ 緑 ･ 木 と のふ れ あ い推進事業

(第 2 部第 1 章第 1 節の 2 ( 8 ) 参照 ) (森林保全。果、 林務踝ユ

○ 保安林整備事業

保安林整備計画 に基づ き 、 保安林の適正な配置 を 図 り つつ 、 そ の機能保持 と 質的向上 を 図 る た

め適正な管理を行っ た 。

平成 1 1 年度実績 . 指定 2 8 箇所、 1 3 1 h a

解除 4 3 箇所、 4 5 h a (森林保全課)

○ と っ と り の森県土保全緊急間伐実施事業

森林所有者に対 し て 間伐の必要性 を P R し啓発を 図 っ た 。

ま た 、 森林が有 し て い る 水源かん養や 山地災害防止 と い う 県土保全機能 を確保す る 観点か ら 、

国庫補助対象事業外森林の う ち 、 下流域への影響が危惧さ れる森林につい て 、 緊急 に 間伐 枝打

ち を実施 し た 。

･ 平成 1 1 年度実施面積 1 5 4 h a (森林保全課)

( 2 ) 多様な森林の保全

○ 造林事業

人工林の適正な整備に加 え 、 複層林の造成、 天然林施業等の多様な森林造成 を計画的 、 効果的

に推進す る た め 、 造林事業 を実施 し 、 森林資源の整備 を 図 っ た 。

平成 1 1 年度実施面積 6 8 4 0 h a (森林保全課)

0 治山事業

森林の維持造成 を通 じ て 山地 に起因す る 災害か ら 国民の生命 財産 を保全 し 、 水資源のかん養、

生活環境の保全、 形成 を 図 っ た 。

平成 1 1 年度事業箇所 1 6 地区 8 4 か所 (森林保全課)

○ 林業地域総合整備事業

林業の生産性の 向上 と 林業従事者の定住の促進及び山村地域の生活環境基盤の整備 を 図 る た

め 、 林道整備事業、 集落排水事業及び用地整備事業 を実施 し た 。

平成 1 1 年度実施地区 3 地区 8 箇所 (林務課)
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○ ふ る さ と 林道緊急整備事業

山村地域の振興 と 定住環境の改善等、 地域が緊急に対応 し な ければな ら な い課題に応 え て早急

に行 う 必要があ る 林道の整備につ い て 、 自 然環境の保全に配慮 し て整備 し た 。

平成 1 1 年度実施路線 1 4 路線 (林務課)

○ 森林保全管理事業

森林の保全の推進に資す る た め 、 森林保全推進員 、 森林保全巡視指導員及び山地防災ヘルパー

を配 し 、 保安林の管理、 林野火災の防止及び山地災害の 情報収集、 提供等 を行っ た 。

平成 1 1 年度実績 巡視 日 数 (指導員 3 5 名延べ 5 3 0 日 間 )

巡視面積 (保安林地域 1 0 5 , 0 3 0 ha 、

林野火災予防地域 3 6 6 2 3 ha) (森林保全踝)

2 農地の環境保全機能の確保

( 1 ) 農地の保全及ひ農業用水路、 た め池の整備

○ 農村総合整備事業

農村生産基盤 と 農村 にお け る 生活環境条件 を計画的かつ一体的 に整備す る こ と に よ り 、 生産性

の高い農業の育成 と 活力 あ る 農村 を建設す る事業 を行っ た 。

平成 1 1 年度実施地区 : 7 地区 (関金町他) (農村整備 。果)

○ 山村振興農林漁業対策事業

山村等の 中 山 間地域の振興を一層推進す る ため 、 地域の 自 主性、 創意工夫の発揮 を通 じ て 、 山

村等の多面的機能の強化に よ る 地域の活性化 と 定住の促進 を 図 っ た 。

平成 1 1 年度実施市町村 6 市町村 (農政課)

○ 棚田地域保全支援基金事業

棚田地域保全への市民参加の推進や集落組織が行 う 保全活動 を支援す る ため に 、 ｢棚 田 フ ァ ン

ク ラ ブ｣ の 設立 と 、 棚 田保全の ため の作業 を支援す る ｢棚田保全ボ ラ ン テ ィ ア 隊｣ を 派遣 し た他 、

棚 田地域の保全を持続的 に行い 、 農業振興及び中 山 間地域の活性化を 図 っ た 。

平成 1 1 年度実績 棚田保全ボラ ン ブ ィ ア 隊の派遣 ( 4 回 ) 、

棚 田 フ ァ ン の集い く 1 回 ) (農政課)

○ 棚田地域緊急総合整備事業

棚田地域にお いて 、 集落の創意工夫に よ り 営農 を継続 し なが ら 、 村づ く り に取 り 組 も う と す る

集落 を対象に 、 緊急に き め細か く 対応 し た整備 を総合的 に行い集落の活性化を 図 っ た 。

平成 1 1 年度実施地区 6 地区 (溝口 町他) (農村整備課)

○ 中山間地域総合整備事業

自 然的 、 経済的 、 社会的 に恵 ま れな い 中 山 間地域において 、 それぞれの地域の実情に沿っ た農

業の展開方法 を探 り 、 農業生産基盤 と 農村生活環境基盤を総合的 に整備 し 、 活性化を 図 る と と も

に 、 地域にお け る 定住化の促進、 国土 、 環境の保全を 図 っ た 。

平成 1 1 年度実施地区 県営 1 1 地区 (青谷町他) 団体営 1 地区 (鳥取市 )

(農村整備課)

○ ふ る さ と 農地保全組織育成支援事業

中 山 間地域の農地保全体制の確立 を 図 る た め 、 市町村が主体 と な っ た公的 な農地保全組織の運

営基盤 を強化す る ため の支援を行っ た 。

平成 1 1 年度実績 用瀬町及び 日 野町で実施、 農作業受託面積 1 3 7 5 9 h a

(農政課)
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鳥取県は 、 農業は も ち ろ んの こ と 、 美 し い

景観で心の安 ら ぎ を与え た り 、 土砂流出や洪 ~ ‘ “熱 ･ 謝水を 防止す る 等の機能 を持っ た 山 間地の棚田

皺袋騎繭ラ テ ン秀垪盤艶餌 ぞ 総 離議 盪
棚田 フ ァ ン ク ラ ブは 、 都市住民等か ら 会員 け、} 匁

を募集 し 、 棚 田 フ ァ ン ク ラ ブ通信等 に よ り 棚 薙

田 の情報提供や会員相互の交流 を行い 、 さ ら

に は 、 鳥取県が農地の保全作業に都市住民 を 棚田保全作業 (若桜町春米)

派遣す る ｢棚 田保全ボ ラ ン テ ィ ア 隊｣ に参加す る 等 し て 、 棚 田保全対策 を積極的 に参

加 . 応援 し て い る 。

棚 田保全作業 を契機に 、 農家 と 都市住民 と の交流が進む 中 で 、 意欲 を持つ よ う に な

っ た農家の人た ち が県内で初め て 『棚 田 プチ フ ァ ー マ ー ズ ( オ ー ナ ー ) 制度 』 に取 り

組む等、 都市 と の交流 に よ る 棚田 の有効活用 を考え る よ う に な っ て い る 。

蹴田 フ ァ ン ク ラ ブU R 対
http :〃www 1 .pref. tottori .jp/nousonseibimyoudai .htm

- 事業内容 -
棚 田 の保全活動やふれあい交流 イ ベ ン ト の参加案内

･ ｢棚 田保全ボラ ン テ ィ ア 隊｣ と し て 、 棚 田保全活動 (草刈 り 等) に参加

･ 棚田や オ ー ナ ー制度等に関す る情報提供

○ ジゲの井手保全事業

中 山 間地域の 山腹水路や小規模な ため池 を整備す る こ と で 、 維持管理費の軽減 と 災害の未然防

止 を 図 っ た 。

平成 1 1 年度実績 山腹水路 1 0 地区 、 た め池 3 地区 (耕地課)

○ ふ る さ と のせ せ ら ぎ ･ あ ぜ道保全事業

中 山 間地域の土地改良施設の有す る 国土 環境保全等の公益的な機能の良好な発揮 と 、 こ れ ら

の施設 と 一体的 に保全す る 必要があ る 農地 に対す る 集落共同活動 を通 じ て 、 地域全体の整備保全

を推進 し た 。

平成 1 1 年度実施内容 推進委員会開催、 事例調査等 (農村整備課)

○ 県営地すべ り 対策事業

地すべ り に よ る 農地及び農業用施設の災害 を未然防止す る た め 、 地すべ り 防止区域の指定 を受

けた地域を対象に対策工事を実施 し た 。

･ 平成 1 1 年度実施地区 5 地区 (耕地課)

( 2 ) 環境にや さ し い農業の推進

○ 農薬適正使用推進対策事業

農薬の販売業者の立入検査に よ り 、 適正な農薬の保管管理 と 流通秩序の維持を 図 っ た 。

平成 1 1 年度立入件数 4 7 件 (生産流通課)
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○ 植物防疫総合対策事業

病害虫の発生予察に基づ き 適切 な 防除対策 を実施す る と と も に 、 予防方法 、 防除方法の確立

を 図 っ た 。

平成 1 1 年度実績 1 2 回予報を発表 (生産流通。果)

○ と っ と り 農業ク リ ー ン プラ ン 2 1 実践モデル事業

農薬 と 化学肥料を概ね 3 割削減す る 目標 を立て 、 環境にや さ し い農業推進のため 、 技術研修活

動、 交流 販売促進活動、 実践ほ場設置 (病害虫発生予察、 新資材活用等) を行っ た 。

平成 1 1 年度実施地区 ･ 5 町村 (生産流通課)

○ 農薬 ･ 化学肥料 5 割削減産地育成事業

国の ｢有機農産物等に係る 表示ガイ ド ラ イ ン ｣ に対応 し た 、 農薬 化学肥料の 5 割削減を先導

的 に実践実。正す る モデル地区 を育成す る ため に要す る 経費 に対 し助成 し た 。

平成 1 1 年度実施地区 : 6 市町 (生産流通課)

○ 環境にや さ し い農業推進事業

農薬 化学肥料を 3 割削減す る た め 、 啓発 推進活動 を実施す る と と も に 、 高度な土づ く り に

取 り 組むモデル地区 に対 し助成 し た 。

平成 1 1 年度実施内容 環境にや さ し い農業推進大会の開催、 展示ほの設置 ( 8 農業改良普

(生産流通課)及部)

3 都市地域の 自然環境の確保

○ 公園整備事業

布施総合運動公園内の園路 、 修景施設 (植栽) の整備 を行っ た 。

東郷湖羽合臨海公園内の長和田地区 (湖畔部の 自 然環境ふれあ いエ リ ア ) 長瀬地区 (河口

部の 自 然環境回復エ リ ア ) の敷地造成 を行っ た 。 (都市計画課)

4 水辺 (河川 、 渓流、 砂浜 、 沿岸域等) の環境の保全

( 1 ) 多 自 然型川づ く り

○ 多 自然型川づ く り

治水効果の向上 と 共に 、 本来川が持つ多様で豊か な 自然環境の保全に努め た 。

平成 1 1 年度事業箇所 ･ 加茂川 (米子市) 、 八東川 (郡家町) 等 G可川 課)

○ 河川改修事業

洪水に よ る被害を軽減す る こ と で人々 が安心 し て暮 らせる よ う 河川改修の促進に努め た 。

平成 1 1 年度事業箇所 塩見川 、 由良川 、 加茂川等 (河川課)

○ 河川維持修繕事業

河床に堆積 し た土砂 を取 り 除 き 河床や河岸に繁茂 し た雑木 水草等の除去 を行い 河川 の維

持管理に努め た 。

平成 1 1 年度事業箇所 塩見川 (河口掘削 ) 、 佐陀川 (伐開 ) 他 (河川課)

○ 砂防事業

渓流の浸食防止 と 土石流の流下防止 を 図 り 、 下流域の安全を確保す る と と も に 、 渓流の良好な

環境の保全に努め た 。

平成 1 1 年度事業箇所 宝山谷川 、 束井谷川 、 奥高姫川 、 柳谷川等 (砂防利水課)
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○ 団体営水環境整備事業

農業水利施設の保全 ･

環境の整備 を 団体営事業 と し て実施す る も の に対 し助成 し た 。

平成 1 1 年度実施地区 3 地区 ( 関金地区他)

○ 県営た め池等整備事業

管理又は整備 と 一体的 に 、 施設の有す る水辺空間 を活用 し た 快適な生活

(耕地課)

た め池、 頭首工、 水路等の整備補強 を

(耕地課)

農用地及び農業用施設等の災害を未然 に防止す る た め 、

行 っ た 。

･ 平成 1 1 年度実施地区 1 0 地区 (大谷地区他)

( 2 ) 海岸侵食の防止

○ 海岸保全事業 (局部改良)

海浜部 に護岸、 突堤、 離岸堤、 人工 リ ー フ等 を施工 し 、 波浪等 に よ る 海岸の侵食を防止 し た 。

平成 1 1 年度事業箇所 西坪海岸 離岸堤 L = 8 5 m

長和瀬漁港海岸 離岸堤 L = 7 0 m (河川 課、 漁港課)

○ 海岸侵食対策事業

海岸の侵食を 防止す る と と も に 、

平成 1 1 年度事業箇所 福部海岸

賀露海岸

赤碕海岸

漁港海岸の侵食を 防止 し 、 背後地 に居住す る住民の生命

平成 1 1 年度事業箇所 泊漁港海岸 離岸堤 L = 4 9

羽合漁港海岸 離岸堤 L = 2 0

平田漁港海岸 離岸堤 L = 8 6

0 機場環境改善。周査事業

県下の磯場の分布調査

良好な砂浜、 沿岸域の環境に配慮 し て整備 を行っ た 。

人工 リ ー フ L = 1 1 2 . 6 m

突堤 L = 5 3 m

(八橋地区) 離岸堤 (潜堤) L = 1 2 8 . o m

に居住す る住民の生命 財産の保護 を 図 っ た 。

o m

3 m

o m

(河川 課、 港湾課、 漁港課)

を行 っ た 。

(水産 。用

(岩美町~淀江町) 及び藻類の詳細調査 (岩美町 赤碕町)

( 3 ) 沿岸域の保全

○ 海岸環境整備事業

国土保全 と 調和の と れた親水性のあ る 海岸空間 を創出す る た め 、 鳥取港で離岸堤の整備 を促

進 し た 。

平成 1 1 年度事業箇所 : 鳥取港 離岸堤 L = 8 9 . 2 m

海岸の浸食を 防止す る と と も に 、 良好な砂浜、 沿岸域の環境 と そ こ に生息す る 野生生物の保

全に努め 、 憩いの場 と し てふ さ わ し い海浜 と し て整備 し た 。

平成 1 1 年度事業箇所 コヒ条海岸 人工 リ ー フ L = 5 4 . 4 m

漁港環境の整備 を 図 る ため 、 植栽、 休憩所、 運動施設等の整備等 を行っ た 。

平成 1 1 年度事業箇所 網代漁港海岸 潜堤 L = 2 4 1 m 、

多 目 的広場 A = 5 1 3 m2 G可 【 t 課、 、G可 【 t 課、 港湾課、 漁港課)
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第 2 節 多様な 自然環境の保全と生物多様性の確保

1 ｢貴重な 自然｣ と ｢身近な 自然｣ の保全

( 1 ) 貴重な 自然の保全

○ 国立公園 、 国定公園 、 県立 自然公園の現況

表2~ 1 3 鳥取県の 自然公園 (海域を含ま な い )

碁 公園名
指 定

年月 日
全面積

県内

面積

特 別 地 域
普通

地域
関係市町村特別保

莪地区
第 1 種 第 2 種 第 3 種

特 別

地域計

国立
大山隠岐

国立公園

昭和

1 1 2. 1

3 8 ,4 . 1 0

拡大

ha

3 1 ,927

ha

1 3 ,5 3 1

ha

1 ,242

ha

3 ,439

ha

2 ,542

ha

2 ,677

ha

9 ,900

ha

3 ,63 1

大山 、 溝口 、
江府、 岸本、
関金、 東伯 、

赤碕、 名和 、

中 山

山陰海岸

国立公園
38 .7 . 1 5 8 ,784 1 ,5 1 7 1 5 1 20 1 ,254 55 1 ,480 37

鳥取、 福部

岩美 〆

小 計 40,7 1 1 1 5 ,048 1 , 393 3 ,459 3 ,796 2 ,732 1 1 , 3 80 3 ,668
“

国定

比婆道後

帝釈国定

公 園

38 .7 .24 7 ,808 1 ,437

ー

22 834 58 1 1 ,437 日 南

氷ノ 山後

山那岐山

国定公園

44 .4 . 1 0

5 8 .2 . 9

拡大

48 ,803 8 ,579 20 1 806 1 ,2 1 6 6,356 8 ,579

岩美 、 国府 、
八東、 郡家 、
若桜、 智頭 、
用瀬 、 佐治 、
三朝

小 口十 56 ,6 1 1 1 0 ,0 1 6 20 1 828 2 ,050 6 ,937 10 ,0 1 6
-

県立

奥 日 野

県立 自 然

公 園

39 . 6 . 1

H6 . 1 2 . 1

拡大

4,823 4 ,823 82 789 87 1 3 ,952 日 野 、 日 南

三朝東郷

湖 県 立

自 然公園

29.4 . 1

39 . 6 . 1

拡大
H6 . 1 24

一部削除

1 5 ,067 1 5 ,067 1 3 8 329 1 94 66 1 1 4 ,406
倉吉、 三朝 、

東郷 、 羽合

西 因 幡

県立 自然

公 園

59 .5 . 8

62 .4 .28

拡大

2, 1 55 2 , 1 5 5 68 40 1 08 2 ,047
気高 、 青谷、

鹿野

小 口十 22,045 22 ,045 1 3 8 479 1 ,023 1 , 640 20 ,405

。十 1 1 9 , 367 47 , 1 09 1 ,594 4,425 6 ,325 1 0 ,692 23 ,036 24,073
公園面積=県土

面積の 1 3 .4%

○ 鳥取砂丘景観保全事業

新た に策定 し た ｢鳥取砂丘景観保全事業計画｣ (平成 1 0 ~ 1 2 年度) に基づ き 除草作業等の

景観保全対策に係 る 調査研究を実施 し た 。 平成 1 1 年度は環境庁 県 鳥取市 ネ富部材で構成す

る ｢鳥取砂丘景観保全協議会｣ が主体 と な っ て除草 、 除間伐 を 2 6 . 2 h a 実施す る と と も に 、

風向 風速調査、 ボー リ ン グ調査等に よ る 地形 地質調査等を実施 し た 。 (景観 自 然課)

○ す ぐ れ た 自 然地域の学術調査

県内 に は 、 一般的 に は よ く 知 ら れてい な い も の の 、 豊か な 自 然やす ぐれた景観等 を有す る 地域
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が多 く 残 さ れて い る 。 そ の実態 を把握 し て保護 と 利用 に資す る こ と を 目 的 と し て 、 岡 山県 と 鳥取

県 (江府町

を行っ た 。

日 野町) の県境に位置す る ｢毛無山 宝仏山｣ の一帯の 自然地域において学術調査

(景観 自然課)

○ 鳥取県名木 1 0 0 選選定事業

｢ と っ と り の名木 1 0 0 選｣

と 写真集の発刊 を行っ た 。

と し て選定 さ れた樹木につい て 、 観察会 (東 中 西部各 1 回 )

(森林保全課)

○ 自然環境保全地域の指定及び保全

本県の良好な 自然環境 を保全す る ため 、 鳥取県 自 然環境保全条例 に基づ き 、 現在 ま で に 1 2 の

地域を県 自然環境保全地域 と して指定 してい る 。

ま た 、 ｢菅野県 自 然環境保全地域｣ の ｢野生動植物保護地区｣ に お い て 、 近年 、 陸地化 ･ 草原

化が進行 し てい る ため 、

原 に回復 しつつ あ る 。

そ の原因 と な っ て い る植物の除去を行っ た 。 そ の結果、 徐々 に本来の湿

(景観 自然課)

( 2 ) 身近な 自然の保全

○ 身近な 自然 と 共生す る環境づ く り の普及啓発

平成 1 0 年度に作成 し た ｢身近な 自 然 と 共生す る 環境づ く

○ 公共事業にお け る 生物生息空間整備検討事業

り の手引 き ｣ の普及啓発を行っ た 。 し

(景観 自 然課)

生物生息空間整備検。寸委員会で選定さ れたモデル事業の う ち砂見川河川改修事業をパ イ ロ ッ ト

事業 と し て以下の内容を実施 し 、 整備の基本方針 (案) を委員会に諮っ た 。

自 然環境調査の実施

･ 事業実施上の留意事項の把握 と 整備の基本方針 (案) を 策定

ま た 、 庁内の公共事業担当課職員 で構成す る ｢公共事業にお け る 生物生息空間整備検。寸事業 に

係 る パ イ ロ ッ ト 事業検。寸会｣ を 設置 し て 、 自 然環境調査の実施方法や事業実施の留意事項につ い

てパ イ ロ ッ ト 事業 を事例 に研修を行 っ た 。 (管理課)

｢ 自 然環境保全法｣ に基づ

施 してい る 。 平成 1 1 年

(景観 自 然 。果)

2 生物多様性の確保と野生動植物の保護管理

○ 自然環境保全基礎。周査事業

本県の 自 然環境に係 る 基礎的 な情報を収集す る こ と を 目 的 と し て 、 ｢ 自 然環境保

く ｢ 自 然環境保全基礎調査｣ を環境庁の委託に よ り 昭和 4 8 年度か ら実施 してい る 。

度は 、 生物多様性劃査 (種の多様性調査) を行 っ た 。 ( ‘

○ 野生生物生息。周査事業

県下において減少 ･ 希少化 しつつあ る 野生生物の特定 と その分布状況等 を把握す る ため 、 平成

1 0 年度か ら 野生植物の生息調査に着手 し てい る が

手 した 。

平成 1 1 年度か ら 野生動物の実態調査に着

く景観 自 然課)

○ 鳥獣保護区の 。没定 、 保護 ･ 管理の推進

鳥獣保護員 3 9 名 の配置 、 鳥獣保護区の鳥獣の生息調査、 狩猟免。午 。式験、

理、 愛鳥週間 コ ン ク ー ル 、 愛鳥モデル校の育成等 を実施 し た 。

○ 回遊ネ ッ ト ワ ー ク形成事業

県道鳥取国府岩美線の十王峠

の整備 を進め た 。

国渡鳥獣保護区の管

(森林保全課)

(岩美町) に お い て 、 小動物が落ち て も 安全な ス ロ ー プ付 き の溝

(道路課)
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重点プロ ジ ェ ク ト 3

｢多様な 自然 と人間 と の共生｣ 指標か ら みた進捗状況

県内の多様な 自然を適切 に保全す る と と も に 、 野生生物の生息 生育の実態 を明 ら かに し 、 生

物多様性の確保 と 野生生物の保護管理に努め る 。

0 県 自然環境保全地域数

県の 自然環境保全地域の指定につい て は 、 貴重な 自 然の保全を 図 る 観点か ら 、 今後 も 着実に

進め てい く 必要があ る 。

県 自然環境保全地域数

平
成
裟
年
度

※ 県 自 然環境保全地域･ ･原生的 な森林な ど優れた

自 然環境を維持形成 し て い る 区域につい て 、 県が

平 平 平
成 成 成
9 1 0 1 1

年 年 年
度 度 度
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